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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交通システムの仕様を最適化する際の条件を地図上の範囲として指定する機能を持つ最
適化条件設定部と、
　前記最適化条件設定部により設定された最適化条件の下、計算機を用いたシミュレーシ
ョンにより交通システムの仕様を最適化する最適化実行部と、
　前記最適化実行部により得られた最適解を類似のもの同士グルーピングする最適化結果
分析部と、
　前記最適化結果分析部によるグルーピングされた最適解の、グループ毎の設計変数の範
囲を地図上に表示する機能を少なくとも持つ分析結果表示部と
を備える
ことを特徴とする交通システム最適化装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の交通システム最適化装置において、
　前記最適化条件設定部は、
　鉄道システムの初期コストを決定するのに必要なデータ、および前記鉄道システムのラ
ンニングコストを決定するのに必要なデータの少なくともいずれか一方が記録されるコス
トデータベースと、
　鉄道システムの仕様の内、どの仕様を設計パラメータとし最適化するかを設定し、その
範囲を地図上で指定する機能を持つ設計パラメータ設定部と、
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　最適化における制約条件を設定する制約条件設定部と、
　最適化における目的関数を設定する目的関数設定部と
を含んで構成され、
　前記最適化実行部は、
　パラメータ最適化部と、
　与えられた設計パラメータにおける鉄道システムの消費電力および輸送力の少なくとも
いずれか一方を計算する鉄道運行シミュレーション部と、
　前記コストデータベースに記録されているデータ、前記パラメータ最適化部により与え
られる設計パラメータ、および前記鉄道運行シミュレーション部の出力の少なくともいず
れか一つに基づき、交通システムの初期コストおよびランニングコストの少なくともいず
れか一方を計算するコスト計算部と、
　前記鉄道運行シミュレーション部の出力および前記コスト計算部の出力の少なくともい
ずれか一方に基づき、前記目的関数設定部により設定された目的関数の計算方法に従い、
目的関数の値を計算する目的関数計算部と
を含んで構成され、
　前記最適化結果分析部は、クラスタリング手法を用いて類似の最適解をグルーピングす
る類似最適解グルーピング部を含んで構成され、
　前記分析結果表示部は、
　前記最適化実行部により得られたパレート解および各パレート解が帰属する最適解グル
ープをユーザが指定した変数を軸としてグラフに表示するパレート解表示部と、
　各最適解グループの種々の詳細情報を地図上などに表示する最適化詳細表示部と
を含んで構成される
ことを特徴とする交通システム最適化装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の交通システム最適化装置において、
　前記交通システムが建設される都市の交通状況に関するデータであって、各交差点およ
び道路を含む交通システム構成要素の少なくとも一部での交通量に係るデータが記録され
る交通状況データベースを更に備え、
　前記最適化実行部は、前記交通システムが建設される前後の、道路の混雑状況の変化を
評価する交通流動シミュレータを含んで構成される
ことを特徴とする交通システム最適化装置。
【請求項４】
　交通システムの仕様を最適化する際の条件を地図上の範囲として指定する機能を持つ最
適化条件設定手段と、
　前記最適化条件設定手段により設定された最適化条件の下、計算機を用いたシミュレー
ションなどにより交通システムの仕様を最適化する最適化実行手段と、
　前記最適化実行手段により得られた最適解を類似のもの同士グルーピングする最適化結
果分析手段と、
　前記最適化結果分析手段によるグルーピングされた最適解の、グループ毎の設計変数の
範囲を地図上に表示する機能を少なくとも持つ分析結果表示手段と
を備える
ことを特徴とする交通システム最適化装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の交通システム最適化装置において、
　前記最適化条件設定手段は、
　鉄道システムの各構成要素の価格など、鉄道システムの初期コストを決定するのに必要
なデータや、電気代、人件費など鉄道システムのランニングコストを決定するのに必要な
データが記録されているコストデータベースと、
　鉄道システムの仕様の内、どの仕様を設計パラメータとし最適化するかを設定し、その
範囲を地図上で指定する機能を持つ設計パラメータ設定手段と、
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　最適化における制約条件を設定する制約条件設定手段と、
　最適化における目的関数を設定する目的関数設定手段と
を含んで構成され、
　前記最適化実行手段は、
　与えられた設計パラメータにおける鉄道システムの消費電力や輸送力を計算する鉄道運
行シミュレーション手段と、
　前記コストデータベースに記録されているデータや、パラメータ最適化手段により与え
られる設計パラメータおよび前記鉄道運行シミュレーション手段の結果に基づき、交通シ
ステムの初期コストやランニングコストを計算するコスト計算手段と、
　前記鉄道運行シミュレーション手段や、前記コスト計算手段の結果に基づき、前記目的
関数設定手段により設定された目的関数の計算方法に従い、目的関数の値を計算する目的
関数計算手段と
を含んで構成され、
　前記最適化結果分析手段は、クラスタリング手法を用いて類似の最適解をグルーピング
する類似最適解グルーピング手段を含んで構成され、
　前記分析結果表示手段は、
　前記最適化実行手段により得られたパレート解および各パレート解が帰属する最適解グ
ループをユーザが指定した変数を軸としてグラフに表示するパレート解表示手段と、
　各最適解グループの種々の詳細情報を地図上などに表示する最適化詳細表示手段と
を含んで構成される
ことを特徴とする交通システム最適化装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の交通システム最適化装置において、
　前記交通システムが建設される都市の交通状況に関するデータであって、各交差点およ
び道路を含む交通システム構成要素の少なくとも一部での交通量に係るデータが記録され
る交通状況データベースを更に備え、
　前記最適化実行手段は、前記交通システムが建設される前後の、道路の混雑状況の変化
を評価する交通流動シミュレータを含んで構成される
ことを特徴とする交通システム最適化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、計算機を用いたシミュレーションにより、新たに建設する交通システムの仕
様を最適化する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、鉄道システムの最適化を支援する技術として、特定の仕様における変電所の消費
エネルギーや列車走行パターンを表示できる列車運行シミュレーション装置に係る技術が
あった（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、従来、交通流シミュレーションの技術として、渋滞している状態の道路で取得し
た旅行時間を使用して、計算で得られた理想旅行時間と、特定区間の道路で実測した実旅
行時間とを元に実交通量に近似した需要交通量を推定し、その推定した需要交通量に基づ
いて交通流シミュレーションを行うものがあった（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２５４５３６号公報
【特許文献２】特開２０１３－１３７７１５号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　鉄道やモノレール、路面電車などの交通システムは、インフラ整備のための初期コスト
やインフラ維持のためのランニングコストが高い。したがって、できるだけ低い初期コス
トやランニングコストで必要となる輸送量と確保する交通システムを建設することが望ま
れている。
【０００６】
　上記の目的に対し、従来、交通システムの一つである鉄道システムの最適化を支援する
ために、例えば、特許文献１に記載されているように、特定の仕様における変電所の消費
エネルギーや列車走行パターンを表示できる列車運行シミュレーション装置が提案されて
いる。
【０００７】
　しかしながら、鉄道システムなどの交通システムは複雑であり、また設計パラメータの
数も非常に多いため、前記列車運行シミュレーション装置の結果からユーザが手作業で鉄
道システムの最適な仕様を決定することは困難である。また、鉄道システム設計には様々
な制約があり、事前にそれら全てを考慮して最適化を行うことは難しい。交通システムに
おける制約の変更に対して柔軟に対応できる装置を提供することが課題である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の交通システム最適化装置は、例えば、交通システ
ムの仕様を最適化する際の条件を地図上の範囲として指定する機能を持つ最適化条件設定
部と、前記最適化条件設定部により設定された最適化条件の下、計算機を用いたシミュレ
ーションにより交通システムの仕様を最適化する最適化実行部と、前記最適化実行部によ
り得られた最適解を類似のもの同士グルーピングする最適化結果分析部と、前記最適化結
果分析部によるグルーピングされた最適解の、グループ毎の設計変数の範囲を地図上に表
示する機能を少なくとも持つ分析結果表示部とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、交通システムの最適な仕様の選択を支援することができ、かつ制約の
変更があっても柔軟に対応することができる。 
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明による交通システム最適化装置の構成を説明する図である。
【図２】本発明による交通システム最適化装置の第１実施例の構成を説明する図である。
【図３】本発明による交通システム最適化装置の第１実施例によるデータの流れのフロー
チャートの例を示す図である。
【図４】本発明による交通システム最適化装置の第１実施例による処理の流れのフローチ
ャートの例を示す図である。
【図５】本発明による交通システム最適化装置の第１実施例による設計パラメータ設定手
段２１０、制約条件設定手段２２０、目的関数設定手段２３０が提供するユーザインター
フェースの例を示す図である。
【図６】本発明による交通システム最適化装置の第１実施例によるパレート解表示手段２
９０の画面の一例を示す図である。
【図７】本発明による交通システム最適化装置の第１実施例による最適解詳細表示手段２
１００の画面の一例を示す図である。
【図８】本発明による交通システム最適化装置の第２実施例の構成を説明する図である。
【図９】本発明による交通システム最適化装置の第２実施例によるデータの流れのフロー
チャートの例を示す図である。
【図１０】本発明による交通システム最適化装置の第２実施例による処理の流れのフロー
チャートの例を示す図である。
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【図１１】本発明による交通システム最適化装置の第２実施例による設計パラメータ設定
手段２１０、制約条件設定手段２２０、目的関数設定手段２３０が提供するユーザインタ
ーフェースの例を示す図である。
【図１２】本発明による交通システム最適化装置の第２実施例による最適解詳細表示手段
２１００の画面の一例を示す図である。
【図１３】本発明による交通システム最適化装置により得られるパレート解とグルーピン
グ結果の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　上記の通り、本発明の交通システム最適化装置は、例えば、交通システムの仕様を最適
化する際の条件を地図上の範囲として指定する機能を持つ最適化条件設定部と、前記最適
化条件設定部により設定された最適化条件の下、計算機を用いたシミュレーションにより
交通システムの仕様を最適化する最適化実行部と、前記最適化実行部により得られた最適
解を類似のもの同士グルーピングする最適化結果分析部と、前記最適化結果分析部による
グルーピングされた最適解の、グループ毎の設計変数の範囲を地図上に表示する機能を少
なくとも持つ分析結果表示部とを備えることを特徴とする。
【００１２】
　上記の構成において、前記最適化条件設定部は、鉄道システムの各構成要素の価格など
、鉄道システムの初期コストを決定するのに必要なデータや、電気代、人件費など鉄道シ
ステムのランニングコストを決定するのに必要なデータが記録されているコストデータベ
ースと、鉄道システムの仕様の内、どの仕様を設計パラメータとし最適化するかを設定し
、その範囲を地図上で指定する機能を持つ設計パラメータ設定部と、最適化における制約
条件を設定する制約条件設定部と、最適化における目的関数を設定する目的関数設定部と
を含んで構成され、前記最適化実行部は、パラメータ最適化部と、与えられた設計パラメ
ータにおける鉄道システムの消費電力や輸送力を計算する鉄道運行シミュレーション部と
、前記コストデータベースに記録されているデータ、前記パラメータ最適化部により与え
られる設計パラメータ、および前記鉄道運行シミュレーション部の出力の少なくともいず
れか１つに基づき、交通システムの初期コストやランニングコストを計算するコスト計算
部と、前記鉄道運行シミュレーション部の出力および前記コスト計算部の出力の少なくと
もいずれか一方に基づき、前記目的関数設定部により設定された目的関数の計算方法に従
い、目的関数の値を計算する目的関数計算部とを含んで構成され、前記最適化結果分析部
は、クラスタリング手法を用いて類似の最適解をグルーピングする類似最適解グルーピン
グ部を含んで構成され、前記分析結果表示部は、前記最適化実行部により得られたパレー
ト解および各パレート解が帰属する最適解グループをユーザが指定した変数を軸としてグ
ラフに表示するパレート解表示部と、各最適解グループの種々の詳細情報を地図上などに
表示する最適化詳細表示部とを含んで構成されるようにしてもよい。
【００１３】
　また、上記の構成において、前記交通システム最適化装置は、前記交通システムが建設
される都市の交通状況に関するデータであって、各交差点および道路を含む交通システム
構成要素の少なくとも一部での交通量に係るデータが記録される交通状況データベースを
更に備え、前記最適化実行部は、前記交通システムが建設される前後の、道路の混雑状況
の変化を評価する交通流動シミュレータを含んで構成されるようにしてもよい。
【００１４】
　以下、本発明の実施形態を、各実施例として、図面を用いて詳細に説明する。
【実施例１】
【００１５】
　以下、本発明の第１の実施形態である実施例１について説明する。図２は、本実施例の
交通システム最適化装置の構成図の例である。図３は、本実施例における処理の主要なデ
ータの流れである。以下の説明においては、交通システムの一つである鉄道システムを例
に挙げ、それを最適化する装置を説明するが、本発明の交通システム最適化装置が最適化
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する対象である交通システムは鉄道システムに限定されない。
【００１６】
　本実施例における交通システム最適化装置は、主に入力部１１０、出力部１２０、演算
処理部１３０、記憶部１４０、コストデータベース２１１０から構成されている。なお、
これらは互いにインターネットやイントラネットなどネットワークを介して接続されてい
ても良い。
【００１７】
　入力部１１０は、具体的には通信ケーブルや、ハードディスクドライブ装置、CD-ROM装
置、DVD装置、メモリカード読取り装置、キーボード等の種々の入力装置であり、本装置
のユーザが本装置に対してなんらかの入力をする際に用いられる。
【００１８】
　記憶部１４０は、本装置が演算を行う際に必要な情報や、計算結果などを記録したりす
る際に用いられる。
【００１９】
　コストデータベース２１１０は、鉄道システムの各構成要素の価格など、鉄道システム
の初期コストを決定するのに必要なデータや、電気代、人件費など鉄道システムのランニ
ングコストを決定するのに必要なデータなどが記録されている。
【００２０】
　演算処理部１３０は、具体的には、CPU（Central Processing Unit）であり、交通シス
テム最適化装置における情報処理を実行する。この演算処理部１３０では最適化条件設定
手段１６０や最適化実行手段１７０、最適化結果分析手段１８０、分析結果表示手段１９
０などが実行される。
【００２１】
　本実施例では、最適化条件設定手段１６０は設計パラメータ設定手段２１０、制約条件
設定手段２２０、目的関数設定手段２３０から構成される。
【００２２】
　設計パラメータ設定手段２１０は、鉄道システムの仕様を最適化するにあたって、ユー
ザが最適化の対象とする仕様を設計パラメータと、その範囲を指定するユーザインターフ
ェースを提供する。設計パラメータ設定手段２１０は少なくとも鉄道システムを建設する
都市の地図上に、鉄道システムを構成する施設や装置が、建設や設置可能な範囲を指定す
ることのできるユーザインターフェースを備えている。
【００２３】
　制約条件設定手段２２０は、鉄道システムの仕様を最適化するにあたって、制約条件と
なるパラメータを選択し、その最大値もしくは最小値を入力するユーザインターフェース
や、制約式をユーザが入力するユーザインターフェースを提供する。
【００２４】
　目的関数設定手段２３０は、鉄道運行シミュレーション手段２５０、コスト計算手段２
６０の計算結果の内、どれを目的関数とするかユーザが指定するユーザインターフェース
を提供する。また、鉄道運行シミュレーション手段２５０、コスト計算手段２６０の計算
結果からどのように目的関数を計算するかを指定するユーザインターフェースを備えてい
ても良い。また、目的関数は複数指定することもできる。
【００２５】
　また、本実施例では、最適化実行手段１７０はパラメータ最適化実行手段２４０、鉄道
運行シミュレーション手段２５０、コスト計算手段２６０、目的関数計算手段２７０から
構成されている。
【００２６】
　鉄道運行シミュレーション手段２５０は、パラメータ最適化手段２４０により与えられ
た設計パラメータにおける鉄道システムの消費電力や輸送力などを評価する。
【００２７】
　コスト計算手段２６０は、コストデータベース２１１０に記録されているデータや、パ
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ラメータ最適化手段２４０により与えられる設計パラメータおよび鉄道運行シミュレーシ
ョン手段２５０の結果に基づき、交通システムの初期コストやランニングコストを計算す
る。
【００２８】
　目的関数計算手段２７０は、鉄道運行シミュレーション手段２５０や、コスト計算手段
２６０の結果に基づき、目的関数設定手段２３０により設定された目的関数の計算方法に
従い、目的関数の値を計算する。
【００２９】
　パラメータ最適化手段２４０は、設計パラメータの値やそれに対応する目的関数値に基
づき、例えば、よく知られた遺伝的アルゴリズムなどの最適化手法を用い、多目的最適化
を行い、設計パラメータを最適化する。
【００３０】
　また、本実施例では、最適化結果分析手段１８０は、類似最適解グルーピング手段２８
０から構成されている。
【００３１】
　類似最適解グルーピング手段２８０は、設計パラメータと目的関数の値に基づき、例え
ば、よく知られたk-means法などのクラスタリング手法を用いて、類似の最適解をグルー
ピングし、最適解グループを作成する。
【００３２】
　また、本実施例では、分析結果表示手段１９０は、パレート解表示手段２９０、最適解
詳細表示手段２１００から構成される。
【００３３】
　パレート解表示手段２９０は、ユーザが指定した変数を軸としてパレート解および各パ
レート解が帰属する最適解グループをグラフに表示する。軸として選択できる変数は、設
計パラメータであってもよいし、目的関数や制約条件であってもよい。また、同時に複数
のグラフを表示してもよい。パレート解表示手段２１００は少なくとも、表示する際の軸
となる変数を指定する機能と、最適解をマーカや色などによって最適解グループごとに区
別して表示する機能を備える。
【００３４】
　最適解詳細表示手段２１００は各最適解グループに帰属する最適解の種々の詳細情報を
表示する。最適解詳細表示手段２１００は、少なくとも、最適解グループに帰属する最適
解の設計パラメータの内、地図上に表示可能なものは、地図上に表示し、最適な設計パラ
メータの範囲を表示することのできる機能を備える。
【００３５】
　次に、本実施例の処理の流れを説明する。図４に本実施例における処理の流れを示す。
【００３６】
　まず、ユーザは設計パラメータ設定手段２１０、制約条件設定手段２２０、目的関数設
定手段２３０が提供するユーザインターフェースを用いて、設計パラメータとその範囲、
制約条件、目的関数の計算方法を設定する（Ｓ４１０、Ｓ４２０、Ｓ４３０）。
【００３７】
　図５に、本実施例における設計パラメータ設定手段２１０、制約条件設定手段２２０、
目的関数設定手段２３０が提供するユーザインターフェースの一例を示す。
【００３８】
　ユーザは、設計パラメータ設定手段２１０が提供するユーザインターフェースを用いて
、鉄道システムを建設する都市の地図上に、例えば、始発駅や中間駅、終着駅などや変電
所などの設備が建設可能な範囲を地図上で指定する（５１０）。地図上の範囲として指定
できない設計パラメータの範囲などは、例えば５２０に示すようなユーザインターフェー
スを通して指定する。
【００３９】
　また、ユーザは制約条件設定手段２２０が提供するユーザインターフェースを用いて、
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制約条件となる交通システムのパラメータを指定し、その最大値や最小値を指定したり、
制約条件となる式を入力したりする（５３０）。
【００４０】
　また、ユーザは、目的関数設定手段２７０が提供するユーザインターフェースを用いて
、目的関数となる交通システムのパラメータを指定したり、目的関数計算のための計算式
を入力したりする（５４０）。
【００４１】
　なお、図５では、設計パラメータ設定手段２１０、制約条件設定手段２２０、目的関数
設定手段２７０が提供するユーザインターフェースは同一の画面上に表示されているが、
別々の画面に表示しても良い。
【００４２】
　次に、設計パラメータ最適化手段が設計パラメータを適切な値に設定する（Ｓ４４０）
。
【００４３】
　次に、Ｓ４４０で設定された設計パラメータの値における、鉄道システムの消費電力や
輸送量を、鉄道運行シミュレーション手段２５０が予測する（Ｓ４５０）。
【００４４】
　次に、鉄道運行シミュレーション手段２５０の結果や、コストデータベース２１１０に
記録されているデータ等を用いて、コスト計算手段２６０が鉄道システムの初期コストや
ランニングコストなどを計算する（Ｓ４６０）。
【００４５】
　次に、目的関数計算手段２７０が、Ｓ４５０、Ｓ４６０の計算結果を用いて、目的関数
設定手段２３０を介してユーザにより指定されたパラメータもしくは計算式の基づき、目
的関数値を計算する（Ｓ４７０）。
【００４６】
　目的関数値が計算されたら、本装置は、目的関数値やその変化などから、設計パラメー
タが最適な値になってかどうかを判断し、最適でないと判断した場合は、設計パラメータ
最適化手段２４０が設計パラメータの値を適切な値に変更し（Ｓ４４０）、Ｓ４５０～Ｓ
４７０を再度実行する。
【００４７】
　最適であると判断された場合には、類似最適解グルーピング手段２８０が、Ｓ４４０～
Ｓ４７０の結果得られた複数の最適解を類似なもの同士にグルーピングする（Ｓ４８０）
。具体的には、最適解の目的関数値を用いて、２つの最適解iとｊの差異dijを（数１）に
よって計算し、例えば、よく知られたk-mean法などのクラスタリング手法を用いて、差異
が小さいもの同士に最適解をグルーピングする。
【００４８】
【数１】

【００４９】
　なお、ここで、ykiはi番目の最適解のk番目の目的関数の値、ykjはj番目の最適解のk番
目の目的関数の値を表している。例えば、鉄道システムの輸送量と消費電力を目的関数と
して最適化を行い、図１３に示すパレート解が得られた場合、類似最適解グルーピング手
段２８０は、（数１）を用いて最適解同士の差異を計算し、ユーザが指定したグループ数
になるように、類似の最適解同士をグルーピングする。この結果、例えば、図１３に示す
ように最適解は最適解グループ１、最適解グループ２、最適解グループ３にグルーピング
される。なお、上記の例では、最適解の差異の表現に目的関数の値のみを使ったが、設計
パラメータの値も同時に用いても良い。
【００５０】
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　次に、ユーザは、類似解最適解グルーピング手段２８０によりグルーピングされた最適
解を、パレート解表示手段２９０および最適解詳細表示手段２１００を用いて表示する。
【００５１】
　具体的には、ユーザは、パレート解表示手段２９０が提供するユーザインターフェース
を用いて、表示する軸を選択し、最適化の結果得られた最適解を表示する（Ｓ４９０）。
パレート解表示手段２１００による最適解の表示の一例を図６に示す。図６では鉄道シス
テムの輸送量と消費電力を目的関数として最適化を行い、その結果得られたパレート解を
３つの最適解グループにグルーピングした結果を示している。この例では、最適解グルー
プごとに異なるマーカでパレート解を表示している。
【００５２】
　ユーザはパレート解表示手段２９０が提供するユーザインターフェースなどから設計解
グループを選択することにより、最適解グループの詳細情報を最適解詳細表示手段２１０
０により表示させることができる（Ｓ４１００）。
【００５３】
　その一例を図７に示す。図７に示すように、最適解グループの帰属する最適解の設計パ
ラメータの内、地図に表示可能なものは、地図上の範囲として表示される。
【００５４】
　以上の本実施例によれば、ユーザはどの場所に鉄道システムの駅や軌道、施設などを設
置すればよいかを意思決定することが可能で、かつ範囲として表示されるので種々の都合
により設置場所を変更しなければならない場合も、柔軟に対応することができる。
【実施例２】
【００５５】
　以下、本発明の第２の実施形態である実施例２について説明する。本実施例は、鉄道シ
ステム等の交通システムの初期コストとランニングコストの評価だけでなく、交通システ
ムが建設される都市の交通状況への影響も考慮し、仕様の最適化を行える交通システム最
適化装置の一例である。以下の説明においては、交通システムの一つである鉄道システム
を例に挙げ、それを最適化する装置を説明するが、本発明の交通システム最適化装置が最
適化する対象である交通システムは鉄道システムに限定されない。
【００５６】
　図８は、本実施例における交通システム最適化装置を示す構成図の例である。また、図
９は、本実施例の処理における主要なデータの流れである。
【００５７】
　図８および図９に示した交通システム最適化装置のうち、既に説明した図２に示された
同一の符号を付された構成と、同一の機能を有する部分については、説明を省略する。
【００５８】
　本実施例における交通システム最適化装置は、主に入力部１１０、出力部１２０、演算
処理部１３０、記憶部１４０、交通状況データベース８２０、コストデータベース２１１
０から構成されている。なお、これらは互いにインターネットやイントラネットなどネッ
トワークを介して接続されていても良い。
【００５９】
　交通状況データベース８２０は、鉄道システムが建設される都市の交通状況に関するデ
ータで、各交差点や道路での交通量などが記録されている。
【００６０】
　最適化実行手段１７０は、設計パラメータ最適化手段２４０、鉄道運行シミュレーショ
ン手段２５０、交通流動シミュレーション手段８１０、コスト計算手段２６０、目的関数
計算手段２７０から構成されている。
【００６１】
　交通流動シミュレーション手段８１０は、例えば特許文献２に記載の技術などを用いて
、交通状況データベース８２０に記録されているデータや鉄道運行シミュレーション手段
２５０のシミュレーション結果、パラメータ最適化手段２４０により与えられる設計パラ
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メータ値に基づき、交通システムが建設される前や後の道路の混雑状況の変化などを評価
する。
【００６２】
　次に、本実施例の処理の流れを説明する。図１０に本実施例における処理の流れを示す
。なお、図１０に示した交通システム最適化装置のうち、既に説明した図４に示された同
一の符号を付された処理ステップに関しては特に言及しない限り図１０においても同じ処
理を行うものとする。
【００６３】
　まず、本実施例では、交通状況データベースのデータを用いて、交通流動シミュレーシ
ョン手段が、鉄道システムが建設される前の都市の道路の混雑状況を推定する（Ｓ１０１
０）。
【００６４】
　処理ステップＳ４１０、Ｓ４２０、Ｓ４３０では、ユーザが設計パラメータ設定手段、
制約条件設定手段、目的関数設定手段の提供するユーザインターフェースによって、設計
パラメータ、制約条件、目的関数を設定する。この際のユーザインターフェースの一例を
図１１に示す。
【００６５】
　本実施例においては、例えば、鉄道システム建設前の都市の道路の混雑状況を、設計パ
ラメータの範囲などが指定可能な画面（例えば地図など）に表示し、その設計パラメータ
の範囲をその画面上で指定するようにしてもよい（１１１０）。地図上の範囲として指定
できない設計パラメータの範囲などは、例えば１１２０に示すようなユーザインターフェ
ースを通して指定する。
【００６６】
　また、ユーザは制約条件設定手段２２０が提供するユーザインターフェースを用いて、
制約条件となる交通システムのパラメータを指定し、その最大値や最小値を指定したり、
制約条件となる式を入力したりする（１１３０）。
【００６７】
　また、ユーザは、目的関数設定手段２７０が提供するユーザインターフェースを用いて
、目的関数となる交通システムのパラメータを指定したり、目的関数計算のための計算式
を入力したりする（１１４０）。
【００６８】
　処理ステップＳ１０２０では、鉄道運行シミュレーション手段２５０の結果や、交通状
況データベース８２０に記録されているデータ、設計パラメータ等に基づき、鉄道システ
ム建設の影響による道路の混雑状況の変化を交通流動シミュレーション手段８１０が予測
する（Ｓ１０２０）。
【００６９】
　処理ステップＳ４１００では、各最適解グループの詳細情報が最適解詳細表示手段２１
００により表示される。その一例を図１２に示す。図１２に示すように、本実施例では、
最適解グループの設計パラメータの範囲の他、鉄道システムを建設した後の都市の道路の
混雑状況も表示しても良い。
【００７０】
　以上の本実施例によれば、ユーザは、鉄道システムにより都市の交通状態がどの程度改
善するかを把握した上で、どの場所に鉄道システムの駅や軌道、施設などを設置すればよ
いかを意思決定することが可能となる。
【符号の説明】
【００７１】
　１１０　入力部
　１２０　出力部
　１３０　演算処理部
　１４０　記憶部
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　１６０　最適化条件設定手段
　１７０　最適化実行手段
　１８０　最適化結果分析手段
　１９０　分析結果表示手段
　２１０　設計パラメータ設定手段
　２２０　制約条件設定手段
　２３０　目的関数設定手段
　２４０　パラメータ最適化手段
　２５０　鉄道運行シミュレーション手段 
　２６０　コスト計算手段 
　２７０　目的関数計算手段 
　２８０　類似最適解グルーピング手段 
　２９０　パレート解表示手段 
　２１００　最適解詳細表示手段 
　２１１０　コストデータベース
　５１０　設備建設可能な範囲を地図上で指定するためのユーザインターフェース
　５２０　地図上で指定できないパラメータを指定するためのユーザインターフェース
　５３０　制約条件のパラメータを指定するためのユーザインターフェース
　５４０　目的関数のパラメータを指定するためのユーザインターフェース
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